
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 画 本 文 





 

 

 

 本県の中山間地域は県土の約９割を占めており、豊かな自然や伝統文化など貴重な地域資源を有

するとともに、約４割の県民が暮らす生活の場でもあります。また、森林整備や農業生産活動等を

通じた県土の保全、水源のかん養、食料の供給といった多面的機能に加えて、観光や余暇活動によ

る心身の健康や心の安らぎの提供など中山間地域ならではの魅力を有しており、県民のくらしに欠

かすことのできない役割を果たしています。 

 

 こうした中山間地域の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、本県では、平成23

年３月に「宮崎県中山間地域振興条例」（平成23年宮崎県条例第20号。以下「条例」という。）を制

定し、同条例に基づき、同年９月に「宮崎県中山間地域振興計画」を策定（平成27年、令和元年に

変更）しました。 

 

 前計画（計画期間：令和元年度から令和４年度まで）では、中山間地域の目指す将来像を「人口

減少下においても、将来にわたって安心して住み続けることができる中山間地域」とし、「ひと」

「くらし」「なりわい」の３つの柱に沿って、各種施策を推進してきました。 

 

 この結果、住民による地域課題の解決に向けた取組の広がりや地域の担い手の確保、移住世帯の

増加など一定の成果が現れていますが、中山間地域においては、人口減少や高齢化が中山間地域以

外よりも早く進んでおり、買い物、交通、医療など日常生活に必要なサービスや機能の維持・確保

が年々厳しくなってきています。 

 

 このような状況を前提とし、将来の推計人口等の各種データの分析に加え、昨今の多様な価値観

の広がりやデジタル化の進展といった社会情勢の変化などを踏まえ、今後４年間に中山間地域にお

いて取り組むべき施策を定めた計画を新たに策定するものです。 

 

 

 

 

 

 計画の期間は、令和５年度から令和８年度までの４年間とします。 

  

１ 計画策定の趣旨等 

２ 計画期間 

第１章 はじめに 
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 この計画における「中山間地域」とは、条例第２条第１項各号に規定する次の区域とします。 

 (1) 離島振興法（昭和28年法律第72号）第２条第１項の規定により離島振興対策実施地域として

指定された区域 

 (2) 山村振興法（昭和40年法律第64号）第７条第１項の規定により振興山村として指定された区

域 

 (3) 半島振興法（昭和60年法律第63号）第２条第１項の規定により半島振興対策実施地域として

指定された区域 

 (4) 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律（平成５年

法律第72号）第２条第１項に規定する特定農山村地域 

 (5) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第19号）第２条第１項に規

定する過疎地域（同法第３条第１項及び第２項、第41条第１項、同条第２項（同条第３項の規

定において準用する場合を含む｡ ）、第42条並びに第44条第４項の規定により過疎地域とみな

される区域を含む｡ ） 

 (6) 前各号に掲げるもののほか、これらに類する地域として規則で定める区域 

 

 

 

 

 

中山間地域の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、適切な進行管理を行うとと

もに、この計画に基づいて行った主な施策に関して、毎年、議会に報告することとしています（条

例第７条第２項）。 

 

３ 計画の対象地域 

４ 計画の進行管理 
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農業地域類型：農林統計の分析及び農政推進の基礎資料として活用するため、地域の土地利用上の特性により類型化した統計表章区分として
農林水産省が設定するもの。林野率や耕地率、可住地に占めるＤＩＤ(人口集中地区)等を基準に都市的地域、平地農業地域、中間農業地域、
山間農業地域に分類される。

（令和５年４月１日現在）

中山間地域

人口：令和２(2020)年国勢調査
面積：国土地理院令和４年面積及び農林業センサス2020

より算出

面積(㎢)人口(人)

7,7351,069,576県全域

6,841
(88.4%)

381,689
(35.7%)

中山間地域
県全域に
占める割合

地域振興５法指定地域

過疎法、離島振興法、山村振興法、
半島振興法、特定農山村法

農業地域類型の中間・山間農業地域

（上記地域を除く。）
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1

（東郷町）

（八代村）

（高岡町）
（高崎町）

（高城町）
（山田町）

（山之口町）
（田野町）

宮崎市

日南市

都城市

小林市

美郷町

（岩脇村）

（美々津町）

高鍋町

川南町

都農町

新富町

（木花村）

（青島村）

（中郷村）

（西岳村）

門川町

椎葉村

高千穂町

五ヶ瀬町

西米良村

諸塚村

高原町

綾町 木
城
町

西都市

国富町

（紙屋村〔高岡町〕）

延岡市

（穆佐村）

（南浦村）
（南方村）

（北浦町）
（北川町）

（北方町）

串間市

（小林市）

（野尻町）

三股町

えびの市

築島

島野浦島

大島

日之影町

（須木村）

日向市

宮崎県中山間地域振興条例第２条第１項に規定する中山間地域
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